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係
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面

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
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ン
ト
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録
証

氏
名

生
年
月
日

年
月

日
生

職
業
能
力
開
発
促
進
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
の

の
登
録
を
受
け
た
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で

（

4
4

6
4

）

3
0

1
9

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

登
録
番
号

登
録
年
月
日



有
効
期
間
満
了
年
月
日

厚
生
労
働
大
臣

印

指
定
登
録
機
関
代
表
者

（

）

裏
面

（

）

備
考

厚
生
労
働
大
臣

１
登
録
証
を
滅
失
し

又
は
損
傷
し
た
と
き
は

に
再
交
付
を
申
請
で
き
る

職
業
能
力

（

、
、

。

指
定
登
録
機
関
代
表
者

4
8

2
1

）

開
発
促
進
法
施
行
規
則
第

条
の

厚
生
労
働
大
臣

２
氏
名
若
し
く
は
住
所

勤
務
地
又
は
勤
務
先
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は

に
登
録
の
変
更

、
、

指
定
登
録
機
関
代
表
者

を
申
請
す
る
と
と
も
に

そ
の
変
更
の
結
果
こ
の
登
録
証
の
記
載
事
項
の
訂
正
を
要
す
る
と
き
は

申
請
書
に
添
付

、
、



（

4
8

2
0

）

し
て
提
出
す
る
こ
と

同
規
則
第

条
の

。

３
こ
の
登
録
証
は

他
人
に
貸
与
し
た
り

譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い

、
、

。

４
有
効
期
間
の
経
過
等
に
よ
り
登
録
を
削
除
さ
れ
た
と
き
は

遅
滞
な
く

こ
の
登
録
証
を
返
納
す
る
こ
と

、
、

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は

長
さ

ミ
リ
メ

ト
ル

幅
ミ
リ
メ

ト
ル
と
す
る

5
4

8
6

、
ー

、
ー

。


